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発行日 
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申 １ ７ 号 「 ジ ェ イ ア ー ル バ ス 関 東 に よ る 組 合 員 へ の 執 拗 な  

脱 退 慫 慂 に よ る 不 当 労 働 行 為 の 撲 滅 を 求 め る 申 し 入 れ 」  

「調査に時間を要している」との理由で本日の団体交渉で回答に至らず！  

申１７号 

    ４月１１日に申し入れ、この間の折衝を重ねて本日（５月２２日）の団体交渉に

おいて回答を受ける予定であった。回答が得られないということであるが、労働組合とする

と申し入れをしているのだから、誠実に応じる義務が会社にはある。ただ単にバス会社だけ

の問題ではないということのようだが、申し入れをバス関東会社に申し入れている訳で、そ

の事情はあくまでも会社都合であるという認識である。 

私たちはこの１年間、想像を絶する利益誘導・人権侵害・差別などの不当労働行為によっ

て、身も心もズタズタにされてきた。精神的な不利益・私生活上の不利益・組合活動上の不

利益を組合員は被っていると、昨日の代表者会議で多くの声が上がった。 

申し入れを行った４月１１日以降においても不当労働行為は継続している。具体的には東

関東支店において支店長自らが、契約社員や社員になったばかりの組合員へ脱退届けを配っ

ていて、「まとめて持って来い」と言っている事実も確認している。この企業に不当労働行為

が体質化してしまったのではないかと考えている。これは管理者個人や、経営陣の責任だけ

ということではなく、企業責任であると私たちは考えている。労働協約第６６条には「会社

と組合との間に紛争が生じたときは、双方誠意を持って解決に努力する」という一文がある。

これをしっかりと守っていただくということが重要で、決して逸脱してはならないと考える。

そのような重要な団交の早急な開催を要求する。 

バス運転士に対する脱退強要は、乗務員の命ばかりではなくお客様の命さえも危険に及ぼ

す極めて「命に関わる安全問題」である。仮に会社が事実の存否を認めた上で、改めないの

であれば、社会と連携し社会に広く訴えて、不当労働行為の根絶を諦めないで続けていく。 

職場の様々な場所で東労組に対する組織介入・誹謗中傷・人権侵害が行われている。なぜ

回答できないのか、その理由をしっかりと明らかにしていただきたい。改めて申１７号の早

期回答を強く要請する。 

申１７号について４月１１日付で申し入れを受け、４月１６日の団体交渉にて

趣旨説明を頂いており、会社として調査・回答準備をしているところである。早急に回答す

べきと会社として認識している。若干時間を要しているが、しっかりと回答をしていきたい。 

本当に調査をしている。その調査に時間がかかっているということしか言えな

い。非常に重く受け止めており、しっかりとバス関東本部と向き合って、早急に回答できる

ようにしていく。問題は回答した後である。何回も申し上げているが、経営幹部の責任の名

の元において行っていきたい。逃げ隠れできないし、ここまで来たら面と向かって行う。改

めて回答が遅れたことに関してはお詫び申し上げます。申し訳ありません。 


